
 

                                 令 和５年８ 月２１日  

                                 文教経済常任委員協議会 

                                 資料 教育委員会事務局学務課 

 

県費負担教職員の懲戒免職処分に伴う再発防止に向けた取組について 

 

１ 被 処 分 者 青森市立小学校 教諭 （３７歳 男性） 

 

２ 事案の概要 

令和５年５月下旬頃、被処分者が市内小学校女子トイレ内に侵入し、県内在住の女子

児童に背後から抱きつく行為をしたもの。 

 

３ 処 分 内 容 免職 

 

４ 処分年月日 令和５年７月２８日 

 

５ 再発防止に向けた取組 

（１）教育委員会の取組 

①市内各校に、教育長コメントと再発防止に係る通知を発出 

②臨時小・中学校長会議を開催し、服務規律の厳正なる確保と「児童生徒性暴力 

等の防止取組計画」の策定を指示 

③校長面談による「児童生徒性暴力等の防止取組計画」への指導助言 

（２）各校の「児童生徒性暴力等の防止取組計画」に基づく取組 

  ①再発防止に係る校内研修の実施 

  ②未然防止・早期発見・早期対応に向けたアンケート調査の実施 

  ③児童生徒のＳＯＳの出し方に関する指導の実施 

④教育相談体制の確認 

⑤教職員の心身の健康状態把握のための面談の実施 

 


